
パネリストの紹介
澤⽥⽒の講演を踏まえて‥
「被害者⽀援の発展経緯」「被害者参加制度」「少年法の改正」

刑事⼿続における⽀援
警察による⽀援
⾃治体による⽀援 ①東京都の状況

②千葉県の状況
被害者⽀援のこれから‥

令和3年度 犯罪被害者週間中央イベント
パネルディスカッション 伊藤 冨⼠江（コーディネーター）

上智⼤学 総合⼈間科学部客員研究員 社会福祉学博⼠
警察庁犯罪被害者等施策推進会議専⾨委員
公益社団法⼈被害者⽀援都⺠センター理事 など

警視庁(⼼理職)、警察庁科学警察研究所（⼼理技官）、
聖カタリナ⼥⼦⼤学などの勤務を経て、
上智⼤学総合⼈間科学部社会福祉学科教授 令和２年３⽉定年退職

専⾨︓ソーシャルワーク、司法福祉、犯罪被害者⽀援

澤⽥ 美代⼦（パネリスト）
犯罪被害者遺族
平成20年11⽉10⽇、会社から帰宅途中の次男
（24歳）が、19歳の少年が運転する軽トラックに
はねられ殺害された殺⼈事件の遺族

公益社団法⼈千葉犯罪被害者⽀援センター理事

少年犯罪被害当事者の会会員

伊東 秀彦（パネリスト）
弁護⼠（みどり総合法律事務所）
千葉県弁護⼠会副会⻑
 千葉県弁護⼠会犯罪に関する委員会前委員⻑

 平成16年３⽉中央⼤学法学部法律学科卒業
同年４⽉から司法修習、平成17年10⽉弁護⼠登録

 犯罪被害者⽀援に意欲的に取り組み、多くの裁判等を担当。
また、関係機関での講話等を通じて、連携強化、広報・啓発活動にも
⼒を⼊れている。

 平成６年３⽉、アメリカ・カリフォルニア州において留学中の兄
（当時１９歳）が、現地でカージャックに遭い殺害されており、
犯罪被害者遺族でもある。

奥⽥ 暁宏（パネリスト）
警視庁総務部企画課犯罪被害者⽀援室警部
警察庁指定広域技能指導官

令和２年、犯罪被害者⽀援部⾨で
全国初の警察庁指定広域技能指導官に指定。
犯罪被害者⽀援に関わる後進の育成のため、
警察⼤学校や都道府県警察の警察本部などで講義を⾏う。

平成４年拝命、中央署、捜査第⼆課、新宿署などを経て、現職

乗⽊ 亜⼦（パネリスト）

平成31年４⽉から
東京都総務局⼈権部被害者⽀援連携担当課⻑

事務局として、
東京都犯罪被害者等⽀援条例（令和２年４⽉１⽇施⾏）、
第４期東京都犯罪被害者等⽀援計画（計画期間︓令和３年度から
７年度末）の策定に携わる。

パネルディスカッション資料（伊東氏、伊藤氏）



「犯罪被害者支援」の発展経緯

昭和55年5月 犯罪被害者等給付金支給法 成立

平成16年12月 犯罪被害者等基本法 成立

平成17年12月 基本法に基づき
犯罪被害者等基本計画 策定

→ 258施策

平成23年4月 第2次犯罪被害者等基本計画 施行

平成28年4月 第3次犯罪被害者等基本計画 〃

令和 3年4月～ 第4次犯罪被害者等基本計画 〃

「権利」を求めた時代 「ニーズ」を満たす時代へ

犯罪被害者等基本法
第３条１項

「犯罪被害者等は、尊厳が重んぜられ、その尊厳に
ふさわしい処遇を受ける権利を有する」

基本法は、犯罪被害者等の権利利益を保護し推進
することを⽬的とし、⻑い間⾒過ごされた存在で
あった被害者の基本的権利を明記した画期的な内容。

犯罪被害者等基本計画
平成17（2005）年、基本法に基づく「犯罪被害者等基本計画」
（第⼀次）を策定､基本法実現のため官⺠挙げての取組が始まる。

５つの重点課題
①損害回復・経済的⽀援等への取組
②精神的・⾝体的被害の回復・防⽌への取組
③刑事⼿続への関与拡充への取組
④⽀援等のための体制整備への取組
⑤国⺠の理解の増進と配慮・協⼒の確保への取組

被害者参加制度とは
平成20（2008）年12⽉1⽇から導⼊

「⼀定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定
により、公判期⽇に出席し、被告⼈に対する
質問を⾏うなど、刑事裁判に直接参加するこ
とができる制度」

（「法テラス」HPより）

少年法
第１章 総 則
（この法律の⽬的）
第１条 この法律は、少年の健全な育成
を期し、⾮⾏のある少年に対して性格の
矯正及び環境の調整に関する保護処分を
⾏うとともに、少年の刑事事件について
特別の措置を講ずることを⽬的とする。

少年法改正のおもな経過
1948（昭和23）年に公布➡2000（平成12）年以降次々に改正

●2000年 刑罰適⽤範囲の拡⼤ (16歳以上➡14歳以上) 
少年審判⼿続の改善 など

被害者等への配慮︓少年審判の結果等の通知、⾮⾏事実に関する記録
の閲覧、謄写を認める、被害者等の意⾒の聴取

● 2007年 14歳未満少年の少年院送致 国選付添⼈制度 など
● 2008年 少年審判における「被害者傍聴」
殺⼈や交通死亡事故など重⼤事件の少年審判（12歳以上の少年による
事件）において、被害者や遺族の傍聴を認める
︓

● 2021年 18・19歳を「特定少年」と位置付ける （2022年4⽉施⾏）



弁護⼠による主な被害者⽀援活動

刑事裁判
被害者参加制度

公判出席、被告⼈質問、弁論としての意⾒陳述 など

⼼情に関する意⾒陳述 など

少年審判
審判記録の閲覧謄写
意⾒聴取（意⾒陳述）
審判傍聴
審判状況・結果説明

その他
⽰談交渉
損害賠償命令、⺠事損害賠償
被害届・告訴
マスコミ対応 など

制 度
①被害者参加人のための

国選弁護制度
②日弁連委託

犯罪被害者法律援助制度 ③民事法律扶助制度

援助段階 刑事裁判 刑事手続･行政手続 民事手続

資力要件
資力から費用を控除した額が

２００万円未満であること
資力から費用を控除した額が

３００万円以下であること
法テラスの資力基準

その他の要件
裁判所から参加の許可を

受けていること
弁護士による援助の必要性と
相当性があること

・勝訴見込みがないとはいえ
ないこと
・民事法律扶助の趣旨に該
当すること

対 象
被害者参加制度

に係る手続

生命･身体犯，性犯罪，ストーカー被害
等の被害届提出･事情聴取同行・法廷
傍聴同行等
（＊財産犯は原則対象外）

・損害賠償命令制度の利用に
関する手続

・民事裁判等の手続

費用負担 国が負担

原則負担なし。

但，援助を受けた者が費用負担をすることが

相当と判断された場合は，負担もあり得る。

・法律相談は無料
・弁護士･司法書士費用は

立替え（毎月一定額の償還が必要）

弁護士費用に関する援助制度

※ここでいう「資⼒」とは，「現⾦，預⾦その他の流動資産」を意味し，不動産などの固定資産は含まれません。
そのため，例えば「①被害者参加⼈のための国選弁護制度」を利⽤する場合には，被害者が不動産を所有していたとしても，
現⾦，預⾦その他の流動資産が２００万円未満であれば，制度の利⽤が可能ということになります。

出所：千葉県HP

「千葉県犯罪被害者等⽀援条例」の制定に向けて⾏ったことなど

平成２９年８⽉ 千葉県弁護⼠会にてシンポジウム
「犯罪被害者⽀援と条例」

その前後から 県内各⾃治体を直接訪問
令和元年５⽉ 知事や市⻑へ⼿紙
令和２年 県議会議員に説明

令和３年２⽉制定・令和３年４⽉１⽇施⾏
現在、⽀援推進計画策定中

被害者⽀援のこれから‥‥

最後にパネリストのみなさんから⼀⾔ずつ
コメントをいただきます。

乗⽊さん
奥⽥さん
伊東弁護⼠
澤⽥さん

被害者⽀援はどこまで進んだか

聴衆のみなさまは、どのような感想を
持たれたでしょうか︖

「かなり進んできている」 あるいは
「まだまだ改善すべきところがある‥ ‥」

令和3年4⽉1⽇からスタートした
「第4次犯罪被害者等基本計画」のポイントは︖



出所：警察庁HP

⻑時間にわたり
ご清聴ありがとうございました。

本⽇の話から、１つでも２つでも⼼に刻んで、
⾏動に移していただけることがあれば幸いです‥



警察における被害者⽀援

警視庁総務部企画課犯罪被害者⽀援室
奥⽥ 暁宏

相談・カウンセリング
体制の整備

犯罪被害給付制度

国外犯罪被害弔慰⾦等
⽀給制度

捜査過程における
犯罪被害者等の
負担の軽減

犯罪被害者等の
安全の確保

（再被害防⽌措置）

各分野
（性犯罪、DV・ストーカー等）

における施策

犯罪被害者等への
情報提供

関係機関・団体との連携

警察における被害者⽀援の主な取組

【対象事件】
○殺⼈・傷害・性犯罪等の⾝体犯
○ひき逃げ事件・交通死亡事故等事件
○その他必要と認められる事件

犯罪被害者等⽀援が必要とされる事件の発⽣

【⽀援要員３万6,363⼈（うち⼥性警察職員7,742⼈）】※令和元年末現在

警察における被害者⽀援の主な取組

【活動内容】
○事情聴取・実況⾒分等への⽴会い
○病院等への付添い
○相談・要望への対応
○犯罪被害者等の援助を⾏う⺠間の団体等の紹介

指定被害者⽀援要員制度

外神⽥⼀丁⽬先路上における無差別殺傷事件

◆ 平成20年６⽉８⽇（⽇）午後０時33分発⽣

◆ 秋葉原において発⽣、25歳(当時)男性が17名を殺傷した事件

【第１現場】加害者がトラックを運転し、交差点に突っ込む
３名死亡、２名軽傷

【第２現場】加害者がダガーナイフを所持し、通⾏⼈を次々に刺す
４名死亡、７名重傷、１名軽傷

◆ 警視庁では、「被害者⽀援本部」を設置し、初期的⽀援を実施

ⱤⱠꜟ♦▫☻◌♇◦ꜛfi資料（ ）



東京都総務局⼈権部被害者⽀援連携担当課⻑ 乗⽊亜⼦

1

東京都における犯罪被害者等⽀援

令和３年度 犯罪被害者週間中央イベント

パネルディスカッション「被害者支援はどこまで進んだか」

東京都犯罪被害者等⽀援条例の制定

2

〇 都では、平成20年１⽉に「東京都犯罪被害者等⽀援推進
計画」を策定。

〇 それ以降、三期にわたる⽀援計画に基づき、東京都総合相
談窓⼝（平成２０年度）の機能強化や性犯罪・性暴⼒被害
者ワンストップ⽀援事業（平成２７年度）をはじめとした
犯罪被害者等⽀援に取り組んできた。

〇 ⼀⽅、都内では、刑法犯の認知件数は、依然として全国の
１割強を占めるなど、犯罪被害者等の置かれている状況
は厳しい。

都としての被害者⽀援の姿勢を明確に⽰すとともに、
社会全体での取組をより⼀層進めていくため、
東京都犯罪被害者等⽀援条例を制定（令和２年４⽉１⽇施⾏）

3

東京都犯罪被害者等⽀援条例の概要
〇 ⽬的（第1条）
・ 犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び、犯罪被害
者等の生活の再建を図ること。

・ 犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安心して暮らすこと
ができる社会の実現に寄与すること。

〇 都が実施する被害者⽀援の施策及びその⽅向性
（第11条〜第22条）

■相談、情報の提供等 ■緊急支援の実施
■心身に受けた影響からの回復 ■都内に住所を有しない者への支援

■安全の確保 ■都民の理解の増進
■居住の安定等 ■民間団体に対する支援
■雇用の安定等 ■人材の育成
■経済的負担の軽減 ■個人情報の適切な管理

転居費⽤の助成 無料法律相談 ⾒舞⾦の給付 被害者参加制度における
弁護⼠費⽤の助成

⽬ 的 犯罪被害により従
前の住居に居住し
続けることが困難
な犯罪被害者等に
対し、転居するた
めの費⽤を助成

犯罪被害者等が裁
判など法律⼿続を
⾏うに当たって必
要な相談が⾏える
よう、弁護⼠等へ
の法律相談費⽤を
助成

犯罪被害者等給付⾦（国制
度）が⽀給されるまで（申
請から概ね６か⽉）の間、
犯罪被害により当⾯必要と
なる経費の⼀定額を給付す
ることで、経済的な負担を
軽減し、被害者等の⽇常⽣
活・社会⽣活の早期回復を
図る

刑事裁判の被害者参
加制度を希望する被
害者等が、弁護⼠に
よる法的⽀援を受け
ながら制度参加でき
るよう、弁護⼠へ委
任するための費⽤を
助成

⽀給等
対象者

殺⼈、強盗、強制
性交等の被害者等

⾝体犯、重⼤な交
通事故事件の被害
者等から相談を受
けた弁護⼠

遺族⾒舞⾦ 重傷病⾒舞
⾦

被害者参加制度を利
⽤し、かつ以下に該
当する被害者等
・資⼒500万円未満
・被害者参加⼈のた
めの国選弁護制度
（資⼒200万円未
満）に⾮該当

故意の犯罪
⾏為により
死亡した被
害者の遺族

故意の犯罪
⾏為により、
医療機関で
の治療の期
間が１か⽉
以上、かつ
⼊院３⽇以
上の重傷病
を負った被
害者本⼈

経済的負担の軽減
・犯罪被害者等のニーズを踏まえた経済的⽀援策を拡充（令和２年度・３年度）

ⱤⱠꜟ♦▫☻◌♇◦ꜛfi資料（ ）



➡ ⽬指すビジョン 関係機関の連携強化による⽀援の充実

施策の基本的⽅向

２つの基本的⽅向 ５つの施策の柱

犯罪被害者等が安⼼し
て暮らすことができる⽀
援の提供

施策の柱１ 総合⽀援体制の整備
施策の柱２ 相談体制・情報提供の充実
施策の柱３ 早期回復・⽣活再建に向けた⽀援

犯罪被害者等を⽀える
社会の形成

施策の柱４ 都⺠の理解の増進
施策の柱５ ⼈材の育成と⺠間⽀援団体への⽀援

・三期にわたる⽀援計画により、都や各関係機関における犯罪被害者等⽀援策が充実
・犯罪被害者等の状況に応じた適切な⽀援を途切れることなく提供するため、都が主体
となって総合的な⽀援体制を整備

《計画の性格》
犯罪被害者等⽀援条例に基づき、犯罪被害者等⽀援に関する総合的かつ計画

的な推進を図るための計画
《計画期間》 ５年間（令和３年度〜令和７年度）

第４期東京都犯罪被害者等⽀援計画
○総合的な⽀援体制の整備
• 犯罪被害者等が、関係機関のどこを起点としても必要な⽀援につながり、
適切な⽀援を受けられるよう、体制を整備

○区市町村における⽀援体制の充実に向けた取組
• 犯罪被害者等への⽣活⽀援を中⼼とした⾝近な相談しやすい環境を充実
させる取組を推進

8

施策の柱１ 総合⽀援体制の整備

（主な施策）
・総合的な⽀援体制に向けた整備
・被害者等⽀援専⾨員（コーディネーター）による⽀援（令和３年度〜）
等

（主な施策）
・区市町村担当者に対する研修の充実
（事例検討会、ロールプレイング⽅式等）

・被害者等⽀援専⾨員（コーディネーター）による⽀援（令和３年度〜）
等

『被害者等⽀援専⾨員（コーディネーター）』について

9

〇 犯罪被害で重傷を負い、仕事ができなくなった。今後もすぐには働くことが
できず、家賃の支払いなど、経済的に困窮している。居住している区市町村に伝
えたいが、どの窓口に連絡したらよいだろうか？

〇 子供が犯罪被害に遭ってしまい、これまでどおりの学校生活ができないかも
しれないと親が心配している。どこに伝えたらよいだろうか？

こうした場合は、被害者等の同意を得た上で、居住する区市町村の窓口担当者等に連
絡し、必要な支援を実施

⽀援機関あてに連絡した想定事例


